
令和 7年 4月 1日現在 

津久見市地区集会所等整備事業費補助金交付要綱【概要】 

 

１ 事業の趣旨 

   地区集会所及び自治公民館の新築、改築、購入、増築、改修、修繕を行う自治組織に

対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。 

 

２ 補助対象者 

   地区集会所の指定管理者及び自治公民館の管理者 

    

３ 補助の対象となる整備の内容 

   新築、改築、購入、増築、改修、修繕 

   ※次に掲げるものを除く。 

    ・用地取得及び造成工事に要する費用 

    ・外構工事に要する費用 

    ・既存の建物の解体及び処分に要する費用 

    ・備品等の購入費用 

    ・購入に要する仲介手数料及び登記費用等 

    ・設計、工事監理、建築確認及び完了検査申請等に要する費用 

    ・各種保険料 

    ・その他事務経費及び公租公課 

※補助金交付後、１０年間は補助金申請することができない。 

 

４ 補助金について 

   ●新築、改築、購入又は増築の場合 

世帯数 補助率 

補助対象経費が 

500万円以内の 

補助額 

補助対象経費が 

500万円を超えた 

部分の補助額 

補助限度額 

１００世帯以内 ３/４ 

補助対象経費に補助

率を乗じた額 

補助対象経費から 

500万円を減じた額

に１/４を乗じた額 

５００万円 
１０１世帯以上 

２００世帯以内 
２/３ 

２０１世帯以上 １/２ 

※地区集会所の『新築』については、この限りではない。（別途協議とする。） 

 

 ●改修又は修繕の場合 

世帯数 補助率 補助対象経費 補助額 補助限度額 

１００世帯以内 ３/４ 

２０万円以上 
補助対象経費に補助

率を乗じた額 
３００万円 

１０１世帯以上 

２００世帯以内 
２/３ 

２０１世帯以上 １/２ 



 

補助金までのスケジュール 

 

 申請者 市（生涯学習課） 
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翌年 3月末まで 

 

整 

備 

予 

定 

年 

度 

○採択された場合  

 

 

 

※事前着工されると事業の補助が 

できないのでご注意ください。 

①地区集会所等事業計画書の提出 

②ヒアリングの実施 

※事業内容・経費・実施時期等 

③審査 

④事前協議審査結果通知書送付 

⑤補助金交付申請書の提出 

⑥交付決定 

⑦事業の開始・概算払請求可能 

⑧事業の完了・支払 

⑨実績報告書・領収書等の提出 

⑩補助金の支払 

問い合わせ先 

市教育委員会生涯学習課 生涯学習班 電話 82-9528 

 


